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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応について（依頼） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染症上状の位置付けが、５月８日から５類感染症に変更さ

れました。 

 当協会においては長ス協第 53 号「新型コロナウイルス感染拡大に係る感染防止対策の徹底

並びに対応の一部変更について（依頼）（令和４年７月 26日時点）」のとおり対応をお願いし

ていたところですが、すべて廃止することとします。 

ただし、感染症法上の位置付け変更後も、手洗い等の手指衛生、換気などの基本的感染対

策は有効とされています。また、学校生活における感染後の出席停止期間が定められること

から、今後も、貴団体の実施するスポーツ活動においては、個人の選択を尊重しながら各競

技団体が策定するガイドラインに留意するとともに、下記のとおり対応をお願いします。 

 

記 

 

１ 新型コロナウイルス感染拡大に係る感染防止対策について 

  長ス協第 53 号「新型コロナウイルス感染拡大に係る感染防止対策の徹底並びに対応の一部変

更について（依頼）」の取り扱いを原則すべて廃止し、感染予防対策については個人の判断に任

せる。 

 

２ 学校生活における出席停止期間について 

  発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

  ※上記期間はスポーツ活動の参加を控えること。 

 

その他 

（１）発熱、咽頭痛、咳等の症状がある場合は、無理をせず自宅で療養すること。 

（２）発症した場合、10 日間はマスクの着用を推奨し、高齢者等重症化リスクの高い方と

の接触は控えること。 

（３）基本的感染対策については、個人が自主的に判断して実施し、個人の選択を尊重す

ること。 
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